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布施公共職業安定所における文書の誤交付について 

 

  大阪労働局（局長 中沖 剛）は、布施公共職業安定所（所長 西田 尚子。以下「布

施所」という。）における個人情報を含む文書の誤交付について、下記のとおり事実

を確認のうえ、必要な措置を講じることとしましたので、概要をお知らせいたします。 

  

記 

 

１ 概要 

布施所において、失業の認定等に係る事務処理の過程に際し、Ａさんに手交すべき

雇用保険受給資格者証（以下「資格者証」という。）を誤ってＢさんに誤交付すると

いう事案が発生した。 

 

※ 資格者証とは、失業等給付の受給手続きのために必要な書類であり、受給資格者

の氏名、生年月日、所定給付日数、振込先の金融機関コード、口座番号、基本手当

日額、支給された給付金額及び顔写真等の情報が記載されている。 

  

２ 事実経過 

（１）平成 28年 1月 26日（火）、布施所において職員Ｘが失業の認定に係る書類を返

却する際、誤ってＢさんにＡさんの資格者証を誤交付した。 

 

（２）同日、Ｂさんが、職業相談窓口において職業相談を受けた際、提出書類の中に

Ａさんの資格者証が紛れ込んでいることを確認し、この時点で誤交付が発覚した。 

 

 （３）同日、布施所雇用保険給付課長は、Ｂさんに経過の説明及び謝罪を行い、Ａさ

んの資格者証を回収した。 

 

（４）同日、雇用保険給付課長は、Ａさんに事情説明の上、謝罪を行い、理解を得た

上で、Ｂさんから回収した資格者証を手交した。 
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３ 発生原因 

   本事案は、資格者証返戻時の確認手順が遵守されていなかったことが原因と考え

られる。 

 

４ 再発防止策 

（１）布施所においては、平成 28年１月 26日(火)に課長・統括職業指導官以上を対象

とする緊急幹部会議を開催し、所長から本事案の経過を説明し、個人情報の適切な

取扱いを徹底するように指示した。 

   特に、受給資格者証等返戻時の取扱いを見直すこととし、従来、資格者証返戻時

氏名で呼び出していたものを事前に番号札（受給資格者証等を収納したクリアファ

イルに添付した番号と同番号）を手交し、番号で対象者を呼び出した上、顔写真及

び氏名確認等、本人確認を行った後、返戻することとした。 

 

（２）大阪労働局においては、同月 28日(木)、管内の公共職業安定所幹部に対し、本

事案の概要を周知し、個人情報の記載された書類の保管及び取扱いの徹底について

指示を行った。 

 

 

 

 

 

 
 


